
広島市東区地域福祉センター 

 

福祉を目的とする交流及び活動の場の提供により、地域における市民の自主的な福祉活動を支援し、 

地域福祉の増進を図るため、設置しているものです。 

 

●郵便番号  ７３２－８５１０ 

●所在地   広島市東区東蟹屋町９番３４号（東区総合福祉センター３階・４階） 

●休館日   毎月第３日曜日、８月６日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

●開館時間  ９：００～２１：００ 

 

■ 施設詳細及び使用料 

※施設の設置目的内の使用は原則として使用料は無料ですが、目的外に使用する場合は、 

下表に記載の使用料をいただきます。 

階 種 別 室 名 収容人数 床面積 使用料（税込み） 

３ 会議・研修 大会議室１・２・３ １６２人 312㎡ 6,960円（３時間まで） 

３ 会議・研修 大会議室（２／３） １０８人 208㎡ 4,640円（３時間まで） 

３ 会議・研修 大会議室（１／３） ５４人 104㎡ 2,320円（３時間まで） 

４ 会議・研修 小会議室 ５０人 89㎡ 1,380円（３時間まで） 

４ 会議・研修 ボランティア研修室 ５４人 103㎡ 1,380円（３時間まで） 

 

■ 施設情報 

付帯施設・設備  東区社会福祉協議会事務局、ボランティアセンター、情報資料室、福祉団体共通作

業室、機能訓練室、印刷作業室、朗読録音室、点字印刷室、託児子ども室 

申込方法     地域福祉センター事業目的の範囲内で使用する場合は使用日の３カ月前から、その

他の場合は使用日の１カ月前から、所定の使用申請書を提出 

申込受付     使用申請受付時間は休館日を除く９時から１７時まで 

交通機関     〈広電バス〉 

 ２番：県庁～府中線 「東区役所前」下車 

 ５番：大学病院から牛田・戸坂線 「広島駅前」下車 

 ⑤－２牛田早稲田団地～広島駅（循環路線）「東区役所前」下車 

〈広島バス〉 

 ２７番：紙屋町～東浄団地線→「愛宕町」下車 徒歩５分 

 ２９番：バスセンターから上温品・寺分線「愛宕町」下車 徒歩５分 

※ 館内は禁煙です 

 

お問い合わせ 

広島市東区社会福祉協議会 

TEL ０８２－２６３－８４４３ 

FAX ０８２－２６４－９２５４ 

 

＜案内図＞ 


